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令和３年度第２回小牧市教育振興基本計画推進会議会議録 

 

１ 開催日 令和３年１１月１９日（金） 

２ 開催場所 市役所本庁舎６０１会議室 

３ 出席した委員 議 長 柴 田 好 章 議長職務代理者 舟 橋 尚 女 

委 員 竹 中   烈 委 員 長 尾 英 俊 

委 員 藤 井 謙 次 委 員 臼 杵 清 花 

委 員 河 合   智   

４ 欠席した委員 委      員  池 田 洋 子 

５ 説明のために

出席した職員 

教 育 長 中 川 宣 芳 教 育 部 長 伊 藤 武 志 

健康生きがい支え合い推進部長 入 江 慎 介 こども未来部長 鍛治屋   勉 

教 育 部 次 長 石 川   徹 健康生きがい支え合い推進部次長 江 口 幸 全 

こども未来部次長 櫻 井 克 匡 教 育 総 務 課 長 小 川 正 夫 

学 校 給 食 課 長 水 野 清 志 学校給食課主幹 小 川 敬 介 

学校教育課長 堀 田 正 二 学校教育課管理指導主事兼主幹 加 藤 和 昭 

学校教育課指導主事兼主幹  鈴 木 久 代 学校教育課指導主事兼主幹兼学校教育 ICT推進室主幹 塚 本 真 也 

学 校 教 育 I C T推 進 室 長 櫻 井 晃 生 文化財課長兼小牧山課長兼文化・スポーツ課主幹 武 市 礼 子 

図 書 館 長 矢 本 博 士 図 書 館 主 幹 山 田   久 

文化・スポーツ課長 永 井 政 栄 味岡市民センター所長 岩 田 奈穂美 

東部市民センター所長 高 木 美穂子 北里市民センター所長 松 浦 正 記 

こども政策課長 伊 藤 加代子 幼児教育・保育課長 野 田   弘 

幼児教育・保育課指導保育士 近 藤 江里子 子育て世代包括支援センター所長 恒 川 正 樹 

保健センター所長 泉   重 雄 教 育 総 務 課 庶 務 係 長 林   孝 政 

６ その他の出席者 ㈱ 名 豊 古 川 翔 太   

７ 本委員会書記 教 育 総 務 課 庶 務 係 主 査 遠 山 史 織 教 育 総 務 課 庶 務 係 主 査 山 田 晶 尚 

８ 議題 （１）小牧市教育振興基本計画改定案について 
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＜開会 午前 １０時００分＞ 

公開会議 

○教育総務課長（小川正夫） 

 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただ今から令和３年度第２回小牧市教

育振興基本計画推進会議を開催させていただきます。 

 本日の会議の傍聴の申し出はありませんでしたので、ご報告を申し上げます。 

 また、本日の出席者でありますが、本来であればお一人ずつ紹介をさせていただくと

ころでありますが、時間の都合もあり、席次表の配布に代えさせていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 本日、池田委員におかれましては、欠席の旨のご連絡をいただいておりますのでよろ

しくお願いします。 

 それでは、はじめに、中川教育長よりご挨拶を申し上げます。 

 中川教育長、お願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 あらためまして、おはようございます。 

 本日は、本当にお忙しい中を令和３年度第２回小牧市教育振興基本計画推進会議にご

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、委員の皆様方におかれましては、日頃より小牧の教育行政に対しましてお力添

えをいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 

 ありがとうございます。 

 さて、本市の教育行政でありますけれども、教育の基本理念と８つの基本目標を定め

た「小牧市教育大綱」と、その大綱を踏まえた上で、各教育分野における３７の具体的

な施策を定めた「小牧市教育振興基本計画」の２つの大きな柱を軸に据えているところ

であります。 

 小牧市教育振興基本計画につきましては平成２９年３月に策定がされまして、その計

画期間におきましては平成２９年度から令和８年度までの１０年間とされております。 

 今年度は、計画の策定から５年が経過したところでありまして、変化する教育情勢、

社会情勢等に適切に対応するために、中間見直しを行っているところでございます。 

 推進会議の委員の皆様方におかれましてもご意見を多数いただきまして、より良い計

画となりますようお願い申し上げまして、私からのごあいさつとさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 ありがとうございました。 

 それでは本日の議題に入りたいと思います。 

 本日の議題は、「小牧市教育振興基本計画改定案について」でございます。 
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 委員の皆様には、計画改定案の資料を事前に送付させていただいておりますが、本日

は、その資料を基に事務局から説明をさせていただいたのち、委員の皆様からご意見を

頂戴したいと考えています。 

 議事の進行につきましては、議長の柴田委員にお願いしたいと思います。 

 それでは、柴田議長、よろしくお願いいたします。 

○議長（柴田好章） 

 それではよろしくお願いいたします。 

 ただ今より議事に入りたいと思いますので、まず改定案の説明をお願いいたします。 

○教育部次長（石川徹） 

 それでは私の方から改定案について、ご説明をさせていただきます。 

 まず、今回の中間見直し全体の概要であります、資料１をご覧いただきたいと思いま

す。 

 ２のところの改定の考え方のところで、今回の見直しの観点として、４点を挙げてお

ります。 

 １つ目として、１０年計画のうち、計画策定から５年が経過しておりますので、この

間の教育環境や社会情勢等の変化に適切に対応しようとするもので、中間見直しによる

改定を進めようとするものでございます。国や県の各種計画の改定や、新型コロナウイ

ルスの発生やＧＩＧＡスクール構想をはじめとするＩＣＴ技術活用の推進といった変化

に対応してまいります。 

 ２つ目に、市の最上位計画が「小牧市まちづくり推進計画 第１次基本計画」へと移

行しておりますので、この最上位計画との整合性を図っていきます。 

 ３つ目に、ＳＤＧｓの推進でございます。ＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」社会

の実現のための、国際社会全体が目指すべき目標として国連サミットで、全会一致で採

択されたものであります。小牧市は、国から、ＳＤＧｓ未来都市に選定されております

が、教育の分野におきましても、ＳＤＧｓの推進に積極的に取り組む必要があることか

ら、今回の中間見直しにおいて、取り入れることとしております。 

 ４つ目は、行政組織改正に伴う担当課の改正等の軽微な修正を行っておりますのでよ

ろしくお願いします。 

 以上４つの観点を中心に、中間見直しの改定案を進めております、よろしくお願いし

ます。 

 それでは改定案の中身について、ご説明をさせていただきます。 

 資料２の改定案をご覧いただきたいと思います。 

 変更しようとする箇所を赤字にしております。 

 変更前の記載状況を確認されたい場合には、適宜、一緒にお送りしました現在の計画

の冊子をご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、第１章から順にご説明させていただきます。 

 資料の１ページからでありますが、計画の基本的な事項についての章です。 

 １ページの計画策定の背景と趣旨は、先ほどご説明しましたが、この５年間での変化

を踏まえた記載内容に修正しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 計画策定の体制についての記述でございますが、当初の策定時のものと合わせて、今

回の中間見直し時の体制を追記しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 こちらも先ほどご説明しましたが、ＳＤＧｓ推進についての記述を新たに加えました。 

 ＳＤＧｓにつきましては、第２章において、８つの基本目標ごとに、関連する目標の

アイコンを掲載しております。 

 以上が、第１章の主な変更点でございます。 

 次に、第２章、具体的な施策の展開について、ご説明させていただきます。 

 ８つの基本目標、３７の施策により構成しておりまして、各施策を推進するための具

体的な取り組みを記載しております。 

 内容の説明につきましては、変更箇所を中心に説明させていただきますので、恐れ入

りますが、資料３をご用意いただきたいと思います。 

 資料３は、変更のあった施策を取りまとめたもので、資料２の改定案と合わせてご確

認いただければと思います。 

 基本目標１から４までは、主に学校教育に関するもの、基本目標５から８までは、主

に社会教育に関するものとなっております。 

 それでは、資料２の７ページをお願いいたします。 

 基本目標１の、施策１でございます。 

 本市が先駆的に取り入れてきた、「学び合う学び」を基本とし、授業推進に関する施

策でございます。 

 現状・課題として、学校教育でのＩＣＴの推進や、３５人学級の拡大に関する記述を

新たに加えております。 

 これを踏まえて、９ページの具体的な取り組みとして、「学び合う学び」を推進する

ＩＣＴの活用を新たに加えております。 

 次に１０ページをお願いいたします。 

 施策２、地域の特色を生かした学校教育に関する施策でございます。 

 コミュニティ・スクールにつきましては、全小中学校で導入が済み、学校運営協議会

が設置されておりますので、今後は、これを推進していくよう具体的な取り組みの記載

を改めております。 

 １２ページをお願いします。 
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 施策３、未来にはばたく人材の育成でございます。 

 施策１と同様、ＩＣＴ教育の推進を踏まえ、【現状・課題】の記載を修正しておりま

す。 

 また、１３ページになりますが、具体的な取り組みも、現状を踏まえた内容に変更し

ております。 

 １４ページをお願いいたしします。 

 施策４です。 

 特別支援教育に関する施策です。 

 医療的ケア児支援法の施行に伴い、法の趣旨に則り具体的な取り組み内容を見直して

おります。 

 １６ページをお願いいたします。 

 施策５です。 

 外国人をはじめとする外国にルーツを持つ児童生徒への教育に関する施策でございま

す。 

 本市におきましては、外国人市民が増加傾向にありますので、新たな日本語初期教室

の整備について、追記をしております。 

 続きまして、基本目標２に移ります。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 施策７、道徳心・社会性の育成でございます。 

 社会のＩＣＴ化が進む中で、こどもたちが情報を正しく安全に利用できるよう、情報

モラル等を学ぶ必要がございますので、具体的な取り組みにおいても、これを踏まえた

内容に修正をいたしております。 

 次に２２ページをお願いします。 

 施策８でございます。 

 こどもの読書活動に関する施策でございますが、関連する国や県の新たな計画が始ま

ったことや、本市の中央図書館が開館したことに伴い、現状・課題の記述を改め、具体

的な取り組みについても、幼児期から切れ目のない読書習慣の形成や、読書への関心を

高める取り組みとなるよう改めております。 

 ２５ページをお願いします。 

 施策１０です。 

 学校給食に関する施策ですが、給食の残食の増加等の問題点を追記するとともに、具

体的な取り組みにおきましては、地産地消の推進について、より具体的な記述へと改め

ております。 

 次に、基本目標３でございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 
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 施策１１、就学や進学に対する支援に関する施策で、国や県の補助制度の拡充を受け

た制度改正や、駒来塾に関する記述を加えております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 施策１２で、教職員等の資質や指導力の向上に関する施策でございます。 

 ＩＣＴ機器を活用した指導力の向上が求められることから、具体的な取り組みとして、

ＩＣＴ支援員の配置を新たに加えた他、教員の多忙化解消やハラスメント防止の推進に

関する取り組みについても、新たに加えております。 

 続きまして、３０ページをお願いいたします。 

 施策１３でございます。 

 子育て、教育を支える環境整備についての記述でございます。 

 新たに開館したこまきこども未来館や、子育て世代包括支援センターの運営について

の取り組みを加えております。 

 また、現在の計画では、こども未来創造センターの設置という取り組み項目がありま

したが、こども未来館と子育て世代包括支援センターが先に始まっておりますので、今

後は、教職員への支援を行う教育センターの整備について、調査・研究をすることとし

ております。 

 次に、３１ページをお願いいたします。施策１４で、学校施設に関する施策でありま

すが、一点、資料の修正をお願いいたします。 

 【現状・課題】の３つ目の○の出だし部分で、『平成２８年３月に策定した「小牧市

人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略」の』までの部分を、『令和２年２月

に策定した「小牧市まちづくり推進計画 第１次基本計画」での』という文章に修正を

お願いしたいと思います。 

 修正後の文章をもう一度申し上げますと、『令和２年２月に策定した「小牧市まちづ

くり推進計画 第１次基本計画」での長期的な人口の見通し』というふうになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、施策１４の説明でありますが、令和元年度に策定いたしました学校施設長

寿命化計画の適切な管理と、それを基にした計画的な施設整備による財政負担の軽減と

平準化について、記述を改めております。 

 また、急速に進展するＩＣＴ教育につきましても、機器の整備の他、学習者用デジタ

ル教科書の研究についても追記をしております。 

 続きまして３３ページをお願いいたします。 

 施策１５、地域と連携した安全な環境づくりです。 

 具体的な取り組みとして、努力義務とされたヘルメットの着用をはじめとする自転車

の安全で適正な利用啓発と、臨時休校等の緊急時に備えたオンライン学習等の学びの保

障について、新たに追記をしております。 
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 次に、基本目標４について、ご説明をさせていただきます。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 施策１７で、家庭教育に関する施策であります。 

 親子（母子）健康手帳につきまして、関係機関と連携を取りながら活用していく旨の

記述を、具体的な取り組みの中に追記をしております。 

 続いて、３６ページをお願いいたします。 

 施策１８、地域でこどもを育んでいくことに関する施策でございます。 

 具体的な取り組みの中で、児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営し、より良

い学びの場や居場所を提供していくよう、記述を改めております。 

 次に、施策１９、学校と地域の連携強化についての施策であります。 

 こちらは、施策２でもご説明いたしましたが、コミュニティ・スクールについて、取

り組み内容を改めております。 

 続きまして、基本目標５、ここからは、主に社会教育に関するものとなっております。 

 ４０ページ、施策２１をお願いいたします。 

 学習機会の提供とその環境づくりに関する施策でございます。 

 具体的な取り組みとして、新たに加えたものが２つあり、１つ目は、新施設予約シス

テムの導入で、利用者の利便性向上を図ってまいります。 

 もう１つは、オンライン講座の実施で、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの

生涯学習事業が中止や規模縮小を余儀なくされたことから、今後は、オンラインを活用

して、広く学習機会を提供していきたいと考えております。 

 次に、４５ページをお願いします。 

 施策２３、図書館サービスの充実に関する施策でございます。 

 中央図書館の開館に伴い、一層のサービス充実を図っていくことを、具体的な取り組

みとして加えております。 

 電子図書館につきましても、利用状況を見ながら資料の充実を図りたいと考えており

ます。 

 続いて、４７ページ、施策２４をお願いします。 

 生涯学習活動を支える体制整備に関する施策で、こまき市民交流テラスとの連携を、

新たに具体的な取り組みとして加えており、生涯学習をきっかけに、地域活動へつなが

るよう推進してまいります。 

 続きまして、基本目標６で、スポーツ活動に関する項目でございます。 

 ５１ページをお願いします。 

 施策２６、こどものスポーツ活動に関する施策で、今回の見直しでは地域部活動の導

入について、新たに取り組みとして加えております。 

 休日の部活動を地域部活動として、地域の多様な指導者の協力をいただきながら進め
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られるように検討してまいります。 

 続いて、５２ページ、施策２７、競技スポーツの振興であります。 

 ２０２６年に愛知県で開催されますアジア競技大会について、必要な体制の整備を図

ってまいります。 

 なお、現在の計画の具体的な取り組みに記載があります、「こども夢・チャレンジカ

ップＵ－１２」事業につきましては、事業終了に伴い、今回の見直しで削除しておりま

す。 

 次に、５３ページをお願いいたします。 

 施策２８です。 

 市民のスポーツ活動を支える環境整備についての施策であります。 

 施策２１の再掲となりますが、新施設予約システムの導入について、新たな取り組み

として加えております。 

 続きまして、基本目標７でございます。 

 文化・芸術に関する項目でございます。 

 ５５ページ、施策２９をお願いいたします。 

 文化・芸術の鑑賞機会の充実についての施策で、具体的な取り組みとして、プロのア

ーティストが学校へ赴き、実際に触れる機会となるアウトリーチ事業の実施について、

新たに加えております。 

 最後に、基本目標８、郷土の歴史・文化の保存と次世代への継承でございます。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 施策３３、文化財の保護でございます。 

 文化財の保護や伝承活動について、所有者等の負担が大きい現状があることから、文

化財の修理、復元、伝承活動等に必要な助成を行うこととし、具体的な取り組みに加え

おります。 

 ６３ページ、施策３４をお願いいたします。 

 歴史・文化財等の啓発・活用に関する施策でございます。 

 現状・課題の項目で、市民から寄贈された多数の貴重な民族資料について、十分な資

料の整理ができていない課題を記述し、それに対する具体的な取り組みとして、整理・

活用方法について検討していくこととしております。 

 その他、文化財啓発イベントの開催や、文化財の紹介をしていくことで、市民の郷土

への誇りや愛着、興味・関心を高めていきたいと考えております。 

 ６４ページをお願いします。 

 施策３５です。 

 史跡小牧山の整備・活用に関する施策で、史跡小牧山保存活用計画を策定したことか

ら、これに基づく整備・活用を進めることとしております。 
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 また、発掘調査の結果は、発掘調査報告書として公開している他、小牧山城史跡情報

館（れきしるこまき）での展示や、市ホームページ、現地説明会等で積極的に発信して

いくこととしております。 

 さらに、関係機関との連携により、史跡小牧山への興味や関心をより深めていくよう、

新たに具体的な取り組みに加えております。 

 次に、６６ページ、施策３７をお願いいたします。 

 歴史・文化の継承活動において、大学との連携も進めていくことから、施策の名称に

も加えております。 

 現状・課題として、愛知県指定天然記念物である大草のマメナシ自生地に関する活動

情報や調査成果の共有が図られていない点を挙げ、それに対する具体的な取り組みとし

て、マメナシ自生地の保護について、新たに加えております。 

 また、大学等の専門機関の技術やノウハウを活用して、講座の開催や、古文書の調査

や民族資料の整理を行い、デジタルデータ化するなど、後世に伝えていく方策を検討し

ていくこととしております。 

 以上、第２章の説明とさせていただきます。 

 次に、第３章「計画の推進体制」の項目について、変更点を中心にご説明をさせてい

ただきますので、７０ページをお願いいたします。 

 こちらは評価指標でございます。 

 ７１ページから７４ページにかけて、基本目標１から８までの評価指標を記載してお

ります。 

 この評価指標は、各取り組みの成果を、毎年、数値で評価するものでございますが、

多くの指標は、市の最上位計画で採用されている指標と同一のものとしております。 

 第１回の会議で行っていただいた点検評価のときにも各評価指標の実績値の一覧をご

覧いただきましたが、改定後は、こちらの新たな指標により各取り組みの成果を評価し

ていただくこととなります。 

 よろしくお願いいたします。 

 今回、多くの指標を修正しておりますが、これらはすべて、市の最上位計画でござい

ます「第６次小牧市総合計画新基本計画」から、今回は「小牧市まちづくり推進計画 

第１次基本計画」へと移行された際に、そこで採用されている指標が新たなものに置き

換えられたことによるものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 最後に、資料編について、ご説明させていただきます。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 こちらも７９ページにかけて、これまで５年間の主な取り組みを、基本目標１から８

まで、目標ごとにまとめられたものでございます。 
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 毎年実施している点検評価の際に作成する点検評価シートから、主な取り組みについ

て抜粋したもので、過去の取り組み状況を振り返り、今後５年間の具体的な取り組みの

参考としております。 

 ８０ページから８４ページは、今回の中間見直し計画の策定体制についての記載でご

ざいます。 

 修正前は、当初計画の策定体制について記載しておりましたので、中間見直し時のも

のと置き換えております。 

 ８５ページ以降は、用語説明で、適宜、用語を追加しております。 

 以上、改定案の説明とさせていただきます。 

 最後に、計画内には盛り込みませんでしたが、本日、机上に配布させていただきまし

たこれまでの各指標の進捗につきまして説明をさせていただきます。 

 本計画の始まりである平成２９年度から令和２年度までの各指標における実績値の推

移でございます。 

 基準値と実績値とを比較することで、成果を図るものではありますが、ご承知のとお

り、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、多くのイベントや講座等の

開催が見送られたり、規模を縮小したりしておりますので、この点をご考慮いただけれ

ばと思います。 

 また、効率的に実績値を集計するために、多くの指標で、別に実施されている市民意

識調査の結果を用いておりますが、途中、調査項目が変更されているなどして、実績値

の集計ができなくなった指標については、斜線（「／」）とさせていただておりますの

で、ご了承ください。 

 よろしくお願いします。 

 以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（柴田好章） 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。資料２の方で申します

と、１章から３章と資料編になりますので、分割しながら行っていきたいと思います。 

 章ごとにというふうに思っておりますが、２章については長いので、基本目標ごとに

ご意見を伺っていきたいと思います。 

 それでは、まず第１章のところから入っていきたいと思いますので、こちらにつきま

してご意見のある委員の方、おられましたら挙手をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 ページ数で申しますと、１ページから５ページです。その後ろに図も付いていますの

で、もし必要でしたらその図も含めてということになりますが、新たに加わったＳＤＧ
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ｓのところまででございますが、いかがでしょうか。 

○委員（長尾英俊） 

 前回の会議で、学校教育現場でのＳＤＧｓについて、どのように意識して位置づけて

取り組んでいるかお尋ねしたことがありますが、今回の改定案でＳＤＧｓが位置づけら

れたれたのは、今後の教育現場でも意識していくことが明確化されいいことだと思いま

す。最上位計画のまちづくり推進計画とも整合性が保たれよいと思います。 

○議長（柴田好章） 

 ありがとうございました。 

 他にはいかがでしょうか。 

 ５ページまでのところですがご意見伺えますか。 

○委員（臼杵清花） 

 ＳＤＧｓとの関係性が具体的になり分かりやすくなったと思います。 

○議長（柴田好章） 

 ＳＤＧｓを位置づけたことについて、肯定的な評価をいただきました。 

 その他ございませんでしょうか。 

 それでは、議長の私の方から少し話をさせていただきたいと思います。 

 ＳＤＧｓをこのように位置づけていただいたことは良いと思うのですが、少し細かい

点で恐縮なのですが、５ページの説明の文章の中で、第４段落、本計画におけるという

ところですが、教育ですので、４番を基本としながらいくつかのゴールと関わるという

この書き方で良いかと思うのですが、４番の出し方ですが「質の高い教育をみんなに」、

確かにそうなのですが、これは省略した書き方ですので、そもそもの長い文章の中には

インクルーシブとエクイタブルという、包括的、包摂的という概念と公正という概念が

入っていたと思うので、ここは教育に関する振興基本計画ですので、省略せずにそうい

うエクイティとかインクルーシブとか言う概念を重視するという方向を出すという点で

もそれについては全部書いておいていただいた方が良いのではないかと思いました。 

 第１章については、よろしいですか。 

 それでは第２章に進みたいと思いますが、こちらの方は非常に長いので、基本目標ご

とにご意見を伺っていきたいと思います。 

 時間を切りながら進めますが、もし言い忘れていた場合は最後のところで戻っていた

だいて結構ですので、まずは２章について基本目標ごとに一巡したいと思います。 

 それでは基本目標１につきまして、ご意見がございましたら挙手をお願いいたします。 

 ７ページから始まりますが、１７ページまでございます。 

 いかがでしょうか、時代を切り拓く力を育む「学び」の充実というところでございま

す。 

○委員（舟橋尚女） 
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 ＳＤＧｓのアイコンについて、「１２ つくる責任つかう責任」、「１３ 気候変動

に具体的な対策を」が基本目標１の何に関連するのかがはっきり分からないので、もっ

と特化してもいいのではないかと思いました。 

それから、現状・課題の最後にある、『「書くこと」が苦手な傾向がみられます』に

対する対応策の取り組みの記載がどこにもないように感じました。 

最後に、アンケート結果のグラフのタイトルがアンケート結果とそぐわないのではな

いかと思いました。 

○議長（柴田好章） 

 まず施策１のところで３点ございましたが、これについてご回答いただくことはでき

ますか。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 

 まず２つ目の、８ページの「書くこと」の苦手な傾向という部分についてお答えさせ

ていただきますが、全国学力テストでは、今年度も「書くこと」や読解力等について不

十分な結果が出ております。各校でそれぞれ取り組みをしているのですが、国語の授業

の中で音読を中心としながらも、自分の考えを言葉に表すといった部分に力を入れて取

り組んでいる学校が多くみられると思います。 

 ただ市全体として、「学び合う学び」の中でどのような取り組みをしていくと一番

「書く」、さらには読解力も含めて向上させていけるかということについてはこれから

考えていきたいと思います。具体的な対策が言葉として載っていないというご指摘につ

きましても、今後検討をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また３つ目のアンケートのタイトルの部分につきましても、こちらの方で確認をして

検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（柴田好章） 

 よろしいですか。 

 あと、ＳＤＧｓの１２、１３のところも、事務局でご検討いただければと思います。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 ＳＤＧｓの１２「つくる責任 つかう責任」、１３「気候変動に具体的な対策を」等

に関しましては、冒頭で申し上げておりました小牧市まちづくり推進計画 第１次基本

計画との整合性を考慮した場合に、まちづくり推進計画の中で、１２と１３は学校教育

に関するところに記述がございまして、それと整合させております。 

気候変動等に関しまして、直接的な取り組みの記載はないかもしれませんが、学校教

育の中でそういったことを教えたり、それに関する小さなことでも取り組めることがあ

ればということで、関わりとしては全くないわけではないだろうと考えております。 

○議長（柴田好章） 

 いかがでしょうか。 
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○委員（舟橋尚女） 

 何となくそれはわかるのですが、ここの施策との関わりで、例えば後ろの方を見てい

くと、スポーツの方は関係がすごくはっきりしています。 

 教育は本当にいろいろなものを踏まえているから、そうなのかという思いもしました

が、あまりにもありすぎると目標があいまいに感じます。もれなく拾うという意味はわ

かります。 

○議長（柴田好章） 

 可能であれば具体的な取り組みのところで、つながっているなということがわかるよ

うなところが明確になると良いかもしれないので、またその辺り検討いただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 その他いかがでしょうか。 

○委員（竹中烈） 

 よろしいですか。２０１６年に教育機会確保法が施行されている状況だと思うのです

が、特に外国籍のこどものサポートが言われている中で、その教育機会確保法を受けて

行政としてどのように認識というか、そのスタンスというものが示されても良いのでは

ないかなというふうに思います。 

○議長（柴田好章） 

 事務局の方いかがでしょうか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 今申し上げられた内容について、現状・課題のところに追記することを検討させてい

ただきたいと思います。 

○議長（柴田好章） 

 それでは、現状・課題への追記を検討していただくということで、よろしくお願いし

ます。 

 その他１７ページまででいかがでしょうか。 

 それでは、私の方からご指摘させていただきたい点がありますので、お願いします。 

 まず、一点目ですが、これは元の文にあったので、前からそうだったのかもしれませ

んが、７ページの施策１の現状・課題の１つ目の項目で、新学習指導要領の資質能力が

挙がっていますが、並びの順番が学習指導要領で言われている資質の順番と違うので、

小牧市の独自性を出すためにあえてということならば良いとは思うのですが、そこの部

分をご指摘させていただきたいと思います。 

 それから、９ページの具体的な取り組みのところでありますけれど、「学び合う学

び」を推進するＩＣＴの活用という、これは新たに加えられた取り組みで、この取り組

みを加えられることは非常に良いことと考えます。 

 ただし、内容のところの文言の書きぶりについて少しご検討いただきたいと思います。 
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 読み上げますと『「学び合う学び」を推進するため、学びの道具としてＩＣＴを活用

し、情報の収集、理解、整理、発信、共有等を行います。』と書いてありますが、これ

は学びをする主体者として考えれば、学びの道具としてＩＣＴを活用するのは、学習者、

こどもたちというふうに帰すことができると思います。 

 そうしますと、共有等を行いますまで学習者目線で書いてありますので、こういうこ

とがより充実するような取り組みが主として必要だという、そういう書きぶりにしてい

ただくと良いのではないかと思います。 

 施策２番の１０ページのところですが、地域の特色を生かした学校教育の推進という

ことで、これも非常に重要な点について現状と課題が述べられております。しかし、こ

の５年間の中で新学習指導要領が出てきたということもございますので、どこかに新学

習指導要領の中心的な理念である社会に開かれた教育課程ということを位置づけたらど

うかというふうに思います。 

 社会と学校と共に目標を共有しながら児童生徒を育てていくという理念が学習指導要

領でも出てきておりますので、その理念に沿ったことをもともと本市は取り組みとして

盛んに行ってきたと思いますので、そこと位置づけながら現状と課題を整理していただ

くことも良いのではないかと考えます。 

 それから１２ページの施策３でございますが、新しく加えた赤い５点目のところで、

主にＩＣＴに関するところですが、できれば施策１番の「学び合う学び」とのつながり

が、ここでも明確に出ると良いと思います。 

 「学び合う学び」を推進するためのＩＣＴというのが、施策１の取り組みの中にあり

ますので、そこと「学び合う学び」をつなげていただくと良いと思います。 

 そのことの具体的な取り組みが書かれております、１３ページのところです。 

 これも深く書かれているところですが、元々は情報活用能力の育成と情報モラルの育

成がここに挙がっていたのが、情報モラルは後ろの方に行くのでここに情報活用能力と

いうのが残ったのではないかと思います。 

 ただしここに書かれていることの中には、ＩＣＴを活用した教育と、情報教育として

の情報活用能力、その２つの概念が少し未整理なまま書かれていると思いますので、そ

の整理をしていただくと良いのではないかと思います。 

 つまり、教科等の学習のためにＩＣＴを活用していくという視点と、児童生徒の情報

活用能力を育成するための情報教育という視点の両方がＩＣＴと教育の関わりの上では

重要なのですが、この情報活用能力の育成というタイトルになっている中に主にその教

科等の中でのＩＣＴ活用に関することが書かれているので、少しそこの整理が必要かと

思います。 

 具体的に申し上げますと、学習履歴等を活用して児童生徒一人ひとりの特性等を踏ま

えた教育というのは情報活用能力の育成のみならず、各教科等の学習に必要な視点だと
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思います。各教科等の学習の充実のためにＩＣＴを活用するという視点をここに入れる

のであれば、タイトルを変更するか、あるいはタイトルの情報活用能力の育成の方をも

う少し教科等での利用のところまで拡大するかどちらかの整理が必要かと考えます。 

 私からは以上でございます。 

 その他１７ページまでのところで委員の皆様方からありますか。 

 よろしいですか。 

それでは１８ページからの基本目標２のところに進めてまいりたいと思います。 

 ページ数で申しますと２５ページまでですね。 

 施策６から１０までのところでご意見がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

○委員（舟橋尚女） 

 いくつか質問をお願いします。 

２１ページの具体的な取り組みの５つ目の児童生徒のボランティア活動の促進のとこ

ろの担当課が、前は社会福祉協議会が入っていたと思うのですが、それがないのは行政

の区割りが違ってきたからなのかがわかりませんでしたので教えていただきたいです。 

 それから、これは意見になってしまうかもしれませんが、２３ページの具体的な取り

組みの２つ目のところの、成長段階に合わせた図書館資料の選書・充実というところな

のですが、計画書の中で、他では発達段階という言葉を使っていたのですが、ここだけ

が成長段階と書いてあったので、意味があるのかと思いました。 

 それから、１stアニバーサリー事業という言葉が出てきたのですが、ここに内容とし

て入っているから良いのですが、後ろの用語説明にも記載があると良いと感じました。 

○議長（柴田好章） 

 この点、ご回答を事務局からいただけますでしょうか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 ２１ページの児童生徒のボランティア活動の促進のところで、担当課名から社会福祉

協議会がなくなったことの理由についてでありますが、今回の見直しで担当課の確認を

する中で、外部団体の名称を記載するのはどうなのかという議論がありました。今後、

社会福祉協議会と連携をしないということではありませんが、基本的には市の担当課を

記載するということで整理をさせていただいています。 

○議長（柴田好章） 

 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

○委員（舟橋尚女） 

 あとから出てくる課名で、外部団体なのか何なのかよくわからなかったところがあっ

たので、それが出てきたらまたお尋ねします。 
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○議長（柴田好章） 

 はい、ありがとうございました。 

○子育て世代包括支援センター所長（恒川正樹） 

 １stアニバーサリー事業の件ですが、用語説明には載せておりませんが、１歳の誕生

日ということで、本当なら１stバースデーかもしれませんけれど、１歳の記念日という

意味で１stアニバーサリーという表記にさせていただいています。 

○図書主管（山田久） 

 ２３ページの具体的な取り組みの２つ目の成長段階という言葉の件ですが、保育の最

近の考え方では、発達よりも成長が今は一般的に使われるという見解があると聞きまし

て、このように変えさせていただきました。 

○委員（竹中烈） 

 施策６の現状・課題の３つ目の不登校に関する記述、それから具体的な取り組みのと

ころの不登校の未然防止と対策のところに関して意見を申し上げたいのですが、まず不

登校児童生徒の学校復帰を目指すとあるのですが、最近の不登校施策の流れを踏まえま

すと、学校復帰というのは１つの目的ではあるが、それにこだわるものではないです。 

 最終的な目的は社会的自立であるということが示されていますので、これは変えられ

た方が良いのではないかと思います。 

 もう１つ、適応指導教室という名称を使われていて、実態との兼ね合いもあるので、

ここだけ変えればよいというものではないのかもしれないのですが、学校に適応させる、

つまり不登校者は不適応者なのかというような批判も多くある中で、現状では教育支援

センターという言い方が一般的かと思いますので、その辺りを整理していただけるとあ

りがたいと考えます。 

○議長（柴田好章） 

 今の件について、令和元年５月に初中局長から県の方に通知が恐らく出ていたと思い

ますが、そういった点での見直しをしていただきたいということでございますが、ご回

答はいかがでしょうか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 まず１点目の不登校児童生徒に対する記載について、社会的自立があくまでも目的と

いうことで、文科省の方もそういう方向性で進んでおります。今回の計画の中の現状と

課題のところにその辺りの文言を追記することを検討させていただきたいと思います。 

 ２点目の適応指導教室の名称に関してですが、現在は施設そのものが適応指導教室と

いうことになっておりますので、その名称変更も含めて少し時間がかかるかと思います

が、検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（柴田好章） 

 では、検討の方をよろしくお願いいたします。 
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 その他いかがでしょうか。 

 基本目標２に関してはよろしいでしょうか。 

 それでは基本目標３のところにいきたいと思います。 

 ２６ページの施策１１から順番に、こちらにつきましてご意見ご質問ございましたら

お願いします。 

 ページ数で申しますと３３ページ施策１５までが対象範囲です。 

 いかがでしょうか。 

○委員（舟橋尚女） 

 ３０ページの教育センターのことなのですが、多岐に渡っている窓口を解消するとい

うのが前にあったような気がして、前の基本計画の４１ページに小牧市と小牧市教育委

員会がこどもたちの相談活動、親もこどもも教員も含めての相談活動の表が載っていて、

すごくわかりやすい表だなと思ったのですが、それはもう消してしまったということな

のでしょうか。 

 教育センターの整備についてはぜひ進めていただきたいと思うのですが、どういう位

置づけか、この図が今は変わってきているのかもしれないですが、こういったものがこ

こに載っているとよくわかるのではないかと思うのですが、消してしまった理由があれ

ば教えてください。 

○議長（柴田好章） 

 教育センターの整備のところになりますが、いかがでしょうか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 改定前の教育振興基本計画の４１ページに、こども未来創造センター（仮称）の想定

イメージ図ということで、体系化したものがございました。その中でこどもや保護者か

らの相談への対応というのが機能の１つであることを明確にしておりました。 

 こども未来創造センターにつきましては、ご承知のとおりこども未来館の方が完成し

ましたので、少しこのイメージとは異なった形で、分割した形になってきておりますが、

今回の改正ではあくまでも教育センターの整備ということを断念したものではなく、や

はり必要な施設だということで、その記載をさせていただいておりますが、今ご指摘い

ただきましたので、整備場所も何もまだ案がございませんので、どういったものがそこ

に入れられるのかというのが未定ではございますが、当然相談機能の検討も必要かと思

います。その辺りの書き方については、文章で表現させていただくのか、こういったイ

メージ図でわかりやすくできるのかということを検討させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員（舟橋尚女） 

 わかりました。 

もうひとつ、担当課名の「多世代交流プラザ」と「子育て世代包括支援センター」と
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いうのは、施設名ではなく課名でよろしいでしょうか。 

○子育て世代包括支援センター所長（恒川正樹） 

 はい。 

○委員（舟橋尚女） 

 わかりました。 

○議長（柴田好章） 

 その他、いかがですか。 

○委員（藤井謙次） 

 ２９ページの具体的な取り組みなのですが、ハラスメント防止対策の推進ということ

で、これは学校の先生側の資質と指導力の向上のためということなのですが、相談窓口

の設置というのは先生が相談する、生徒が相談する、先生が生徒にハラスメントをして

いるパターンの窓口もあるのですか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 ２９ページの表の一番下のハラスメント防止対策の推進に関しまして、施策１２その

ものが教職員等の資質と指導力の向上という枠組みの中で、今回教員に特化した部分で、

多忙化解消やメンタルヘルスの問題、ハラスメントの対策を記載させていただいていま

す。 

 児童生徒に対しても当然のことながら、これまでも不祥事防止対策ということで、こ

どもに対する例えば体罰も含めて取り組みを継続しており、特に教職員の中でハラスメ

ントという部分がなかったわけではないのですが、社会の状況と照らし合わせたときに

具体的な対策ができていないということがございまして、今回改めてここに記載したも

のについては、あくまでも教職員のハラスメント防止対策ということを書かせていただ

いております。 

 それと相談窓口についても仮にそういったことがあったときになかなか職場で言い辛

いというところで、その相談窓口を別に設けるようなイメージで今後検討していくとい

う状況でございます。 

○委員（舟橋尚女） 

 関連してよろしいでしょうか。今のお話は教職員ということですよね。そうすると、

現状・課題の３つ目の○の多忙化は教員だけですか。場所によって教職員となっていた

り、教員となっていたり、何か意図があってそういうふうにしてあるのかとも思うので

すが、少し整理がされていないように感じました。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 

 多忙化解消につきましては、県からの通知文におきましても教員の多忙化解消プラン

というような形で出ておりますので、市の方も県に合わせて教員の多忙化解消と使わせ

ていただいております。 
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全体を通して、教員と教職員の使い分けについては、確認の上、書かせていただいて

おります。 

○議長（柴田好章） 

 いかがでしょうか。 

 先ほどのハラスメントの件につきましては、ご回答の主旨というのは教職員間でハラ

スメントが起きた場合における教職員からの相談を受け付ける窓口ということでよろし

いですか。 

 ご質問の主旨の中には児童生徒に対するものの場合ということのご懸念も含まれてい

たかと思いますが、そちらの方はご回答ございますか。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 

 児童生徒からのハラスメントや体罰、その他不登校やいじめといったものにつきまし

ては、県や市の方も含めて様々な相談窓口、ＳＯＳネットワークなどの相談窓口の案内

をしておりますので、そちらの方へということになります。ただ今のところ市として児

童生徒からのハラスメントに関する相談窓口の設置は検討していません。 

○委員（藤井謙次） 

 教職員間で、あの先生が生徒に嫌なことをしていた、というのもその中に含まれると

いうことですか。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 

 同僚が児童生徒に対してハラスメントをしていた、ということも含まれるという解釈

です。 

○委員（藤井謙次） 

 それを見たときの相談窓口もそこで良いのですか。それは学校の中でもみ消されるの

ではないですか。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 

 そういった件につきましては当然教育委員会の方へ相談ということで、学校教育課の

方へ連絡が来るような形になると思います。 

○委員（藤井謙次） 

 窓口が違うということですね。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 

 実際にはこのハラスメントの相談窓口のところにもそういった相談があると想定して

おりますので、自分がされたというハラスメントだけではなく、教職員が起こしている

様々なハラスメントに関して相談を受けていくと考えております。 

○委員（藤井謙次） 

 はい、わかりました。 

○議長（柴田好章） 
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 様々なケースが想定されうるということでのご懸念かと思いますので、今回は主に念

頭に置いていらっしゃったことが教職員間のハラスメントがあった場合にそれを受け付

ける場所が学校外にないと問題が大きいのではないかというようなことから、それはこ

のように取り出してくださったのだと思いますが、他のケースも様々あると思います。

ハラスメント以外で不正行為等を認知した場合に、職場の中で解決し辛い場合の相談窓

口ということの中でのその１つの重要なものとして、今のハラスメントがあるかと思い

ます。その辺りのご検討もお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 その他いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

 それでは、私の方から教職員の資質のところに関わってお話をさせていただきます。 

 新しくＩＣＴのことを書き加えていただいた点は良いかと思うのですが、並びからい

うとやはり「学び合う学び」の推進があり、その中にＩＣＴを位置づけていくという観

点からすると、新しく書いてくださったところは２つ目辺りの位置づけが良いのではな

いかというふうに思います。これは意見ですので、またご検討いただき、そのままでも

良いかと思うのですが、一度ご検討いただきたいという要望の意見であります。 

 それから今も問題になっておりました働き方改革、メンタルヘルス、ハラスメントの

書き加えのところなのですが、「また」というつながりで書いてありますが、流れから

すると資質能力の、教職員の専門性の向上ということが終わったあとに書かれています

ので、これは別項目として○を立てた方が流れとしては良いのではないかと思います。 

 それからこれも可能ならご検討いただきたい点としましては、ＩＣＴも非常に重要な

ことなのでこのように特に書いていただくことは良いことだと思うのですが、特別支援

とか、先ほどから問題になっていますが、外国にルーツを持つ児童生徒さんへの対応等

の課題も重要かと思いますので、そういったことも書いていただけるのであれば良いか

と思います。 

 それから施策１４のところでも私から意見を述べさせていただきます。 

 これもＩＣＴに関わるところでありますが、３１ページの現状・課題の一番下の項目

になりますが、こちらの方では赤いところで、タブレット、プロジェクター、ネットワ

ーク、事業支援ソフト、そしてこれは元からあったので黒字になっていると思うのです

が、指導者用デジタル教科書、その後デジタルドリルソフト等を準備していきますと挙

げてあります。 

 一方３２ページの方の具体的な取り組みの４つ目の項目ですが、ＩＣＴ機器の整備充

実のところには、いくつか書いてありますが、学習者用デジタル教科書の効果的な活用

の研究という点が書かれています。学習者用デジタル教科書を研究していくことはもち

ろん重要なので、ここに書いていただくことは良いと思うのですが、３１ページの方に

は指導者用デジタル教科書は挙がっているのですが、学習者用デジタル教科書は挙がっ
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ていません。その整備も必要であれば３１ページの方にも書いた方が良いのではないか

と思います。この点について、もしご見解を今いただけるのであればご回答をお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

○学校教育ＩＣＴ推進室主幹（塚本真也） 

 今ご指摘をいただきましたところですが、学習者用デジタル教科書につきましては、

来年度は全小中学校を対象に国が予算案を今考えているところで、その辺りも踏まえな

がら研究を進めていかなければいけないと思っております。 

 記述の整合性が取れていないということですので、検討をさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（柴田好章） 

 では左側の整備するところにも入れられるか検討していただければと思います。 

 特にドリルソフトも重要ですが、どちらかというとよりデジタル教科書の方が主たる

教材という点においては教育活動の中での影響度が大きいと思います。デジタルドリル

ソフトも入れていらっしゃるので学習者用のデジタル教科書も同じように入れていただ

くのが良いのではないかと思います。ご検討をよろしくお願いします。 

 その他いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、続きまして基本目標４の方に移りたいと思います。 

 こちらは３４ページの施策の１６番からになります。 

 ３９ページの施策２０番までのところでご意見ご質問等ございましたらご発言をお願

いします。 

 いかがでしょうか。 

○委員（舟橋尚女） 

 ３８ページの施策１９について、これは前からなのですが、学校等と地域との連携強

化という見出しになっているのですが、学校等の等とは何なのだろうということと、現

状・課題の２つ目の○の２行目のところの地域等の等も、地域ではなくもっと広域のと

いう意味を持っているのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（柴田好章） 

 いかがでしょうか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 施策１９のタイトルの学校等の等についてですけれど、ＰＴＡや保護者等も含めての

等ということ、その下の現状・課題の中の地域等の等は、学校と連携する先が地域に限

ったものではないということで、大学であったり、高校であったりいろいろございます

ので、等という形で記載しております。 

○議長（柴田好章） 
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 よろしいですか。 

 それではそういう思いが含まれていると思いますので、少しその辺りが読んでわかる

ような改善がもし図れればお願いしたいと思います。 

 その他いかがでしょうか。 

○委員（竹中烈） 

 施策１７の具体的な取り組みの１つ目のところですが、「こどもを妊娠した時期から

こどもが中学３年になるまで」とあるのですが、感覚の問題なのかもしれないのですが、

「中学３年生」とした方が良いのではないかというところと、義務教育段階ではあるの

ですが、家庭教育の文脈での取り組みでもあることを考えると、様々な境遇に置かれて

いるこどももいるわけですので、学年で表記するというよりも例えば１５歳になるまで

使用することができるといったような形にした方が良いと考えたのですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（柴田好章） 

 この件についてご回答はございますか。 

○保健センター所長（泉重雄） 

 親子健康手帳の記入の際によく中学３年生という言葉を用いて使っているものですか

らこのような表現をさせていただいたのですが、１５歳ということも今後検討したいと

思います。 

○議長（柴田好章） 

 ここのところは事務局で検討していただくということにしたいと思います。 

 その他、いかがでしょうか。 

 それでは基本目標５のところに移りたいと思います。 

 ４０ページの施策２１番からですが、いかがでしょうか。 

 ページ数でいきますと４０ページから４８ページまでで、いかがでしょうか。 

○委員（舟橋尚女） 

 文言ばかりですが、４８ページの取り組みの赤い部分、こまき市民交流テラスとの連

携の内容の下から２行目の「ハブ」というのは、拠点とか中心とかもっとわかりやすい

言葉の方が良いのではないかと思いました。 

○議長（柴田好章） 

 はい、ありがとうございます。 

ご回答いただけますか。 

○文化・スポーツ課長（永井政栄） 

 ハブという言葉が日本語表記である方が望ましいというご意見だと思いますので、検

討させていただきます。 

○議長（柴田好章） 
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 よろしくお願いします。 

 私も同じ項目なので、合わせて質問させていただきます。「ワクティブこまき」と

「こまなびサロン」は別物ですか。その関係が読んでいてよくわからなかったのと、も

し用語説明になければそちらで説明があると良いと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○委員（長尾英俊） 

 私からも関連してよろしいでしょうか。 

こまなびサロンだけではなく、ワクティブこまきとの連携も今後は必要だと思うので

すが、それぞれの設置の根拠があるはずで、生涯学習との関連についてもう少し詳しく

教えていただけないでしょうか。 

○文化・スポーツ課長（永井政栄） 

 まずワクティブこまきですが、ワクティブこまきとこまなびサロンは全く別のもので、

ワクティブこまきは市民活動を育成するという目的でラピオ内の２階に整備された施設

です。市民活動ネットワークに運営をお願いしています。市民活動の中にはボランティ

ア活動や地域活動といった様々な活動がありますが、どういったことに取り組んで良い

のか、中には就労につながるようなご意向がある方もお見えになると思います。そこに

相談に行ったときに、その後ろ、こまなびサロンであったり、実際の就労であったり、

それから生涯学習の講師としての活動であったり、生涯学習団体での活動であったり、

そういった活動につなげていきたいという思いで運営しています。こちらでは市民活動

以外の相談員も出向き活動させていただいております。 

 先ほど連携というお話が出ましたが、こまなびサロンは生涯学習の活動の担い手とし

て今も市公民館の中で頑張っていただいております。そちらにつなぐということも当然

ですので、講座とか講師の皆さんのご紹介であるとかそういったところのデータの共有

をまずさせていただいておりますが、今後も連携のあり方に関しては十分に調整を取り

ながら進めていきたいと思っております。 

○議長（柴田好章） 

 ４７ページにこまなびサロンが出ていて、４８ページにワクティブこまきが出ていま

すので、同じところで並べてそれぞれの目的を説明しながら連携していくということを

示していただいた上で、具体的なところを書いていただくとすっきりすると思います。 

 また文言をご検討ください。 

 その他、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

それでは基本目標６のところに参りたいと思います。 

 ４９ページから５４ページまでですね、施策の２５から２８まででございます。 

いかがでしょうか。 

○委員（長尾英俊） 
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 ずっと以前から気になっていることなのですが、地域協議会の設置が進み多くの小学

校区で運営されている中で、１６小学校に設置されているスポーツ振興会の今後の位置

づけや地域協議会との連携はどのようにお考えでしょうか。 

 地域のコミュニティの推進にはいろいろな形でそれぞれが貢献しているという実態が

あると思いますので、同じような目的を達成するのであれば、それらを発展的に捉えて、

協議しながら良い形で地域が迷わなくて済むように進めていってほしいと思いますが、

スポーツ振興会についてどう捉えて、今後どのような形で進めていきたいと考えていら

っしゃるのかお聞きしたいです。 

 私のイメージでは地域協議会が統括するような形になっていくのが望ましいのではな

いかと思いますが、要望にもなるのですが、今どうなっているのかということについて

お尋ねします。 

○議長（柴田好章） 

 いかがでしょうか。 

○健康生きがい支え合い推進部次長（江口幸全） 

 今委員がおっしゃられたとおり、地域の中で小学校区を単位とした地域協議会という

取り組みを小牧市のまちづくりとして進めているところです。 

 それにつきましては、市の上位計画のまちづくり推進計画の市町戦略編に記載があり、

それをもとにして取り組みを進めているところです。 

 現在の地域協議会ですが、市内の１６小学校区のうち１３の小学校区で設立をしてお

りますが、まだ３校は未設置という状況です。 

 スポーツも含めまして今言われたようなやり方については、地域の中でどういった形

で進めていくのが良いかというのを我々行政と地域の方々が一緒になって、話し合いな

がら進めていくという過程の中にありますので、そうしたところも意識しながら今後さ

らに地域の方々との対話を重ねて構築をしていきたいというところであります。今の段

階で明確な体系図ができるかと言いますと、学区ごとによって進み方や話し合いの度合

いも変わってきますので、統一的な体系という意味で、まだ構築できていないというの

が現状です。 

○議長（柴田好章） 

 ありがとうございました。 

 その他いかがでしょうか。６番の基本目標についてです。 

○委員（長尾英俊） 

 ５１ページの施策２６で、地域部活動の導入が新しく追加になっていますが、恐らく

現状の部活動のあり方について何らかの形で改善を図っていきたいという思いだと思う

のですが、地域部活動の現状と今後の展望についてご説明をお願いします。 

○学校教育課主幹（加藤和昭） 
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 委員のお尋ねの地域部活動の導入についてですが、まず文科省の方が２０２５年から

中学校の休日の部活動を地域へ移行するという方針を出しております。また、小牧市で

は小学校のジュニアクラブが現在もまだ存続しております。中学校におきましては今委

員が言われましたように地域連携型部活動という形で地域と連携しながら現状進めてい

るところです。休日におきまして、文科省の大筋の方向性に従い地域の方の協力を得な

がら部活動を進めていきたいということで、来年度以降、検討委員会等を立ち上げなが

ら進めていきたいと思っております。 

○議長（柴田好章） 

 その他いかがですか。 

 それでは基本目標７の方に参りたいと思います。 

５５ページから６１ページまで、施策の２９から３２まででいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

それでは基本目標８ですが、６２ページの施策３３から６７ページの施策３７までの

ところで、ございますか。 

○委員（舟橋尚女） 

 ６３ページの歴史・文化財・生活文化についての啓発・活用のところの具体的な取り

組みのイベントの開催のところで、図書館との連携は考えていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（柴田好章） 

 いかがでしょうか。 

○文化財課長（武市礼子） 

 歴史や文化財の啓発については、図書館と連携をしながら取り組んでおりますので、

記載の追加を検討させていただきます。 

○議長（柴田好章） 

 その他いかがでしょうか。 

 それでは基本目標１から８まで順番にみてまいりましたが、第２章全体を通して不足

するところとか、言い残したところがもしございましたら、この場でお願いしたいと思

います。第２章全体を通していかがでしょうか。 

○委員（長尾英俊） 

 図書館のことなのですが、よろしいですか。 

 中央図書館が非常に華やかなデビューをして、市民からの評判もすごく良いですが、

既存の味岡や北里、篠岡などの図書室とのオンライン化などの連携などについてはどこ

かに記載があるでしょうか。 

○図書館長（矢本博士） 

 ただ今のご意見につきまして、４５ページの図書館サービスの充実の現状・課題の中

で、『本市の図書館サービスは、令和３年３月２７日に開館した「小牧市中央図書館」
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のほか、多世代交流プラザ内の「えほん図書館」、３か所の市民センターの「図書室」

により、市域全体にサービス提供を行っております。』と書いております。 

 具体的な取り組みの中で、４６ページの下から２番目に「図書館・各図書室等の連

携」ということで、「各施設の役割に応じて、適切な図書館サービスを提供できるよう、

バックアップ体制やネットワークの強化に努めます。」としています。 

 中央図書館の開館に合わせまして、ＩＣＴ化をしていますが、これは各図書室につき

ましても、ＩＣタグを付けまして、自動貸出機の導入をしております。 

 あと、Ｗｉ－Ｆｉ環境を各図書室にも入れてございます。 

 順番に各図書室の充実を図っていきたいと考えております。 

○委員（長尾英俊） 

 はい、ありがとうございました。 

○議長（柴田好章） 

 他にいかがでしょうか。 

それでは第３章の方に参りたいと思います。 

 こちらの方でご意見やご質問がございましたらお願いいたします。 

○委員（竹中烈） 

 数値目標のところで、基本目標２のところなのですが、先ほど不登校について意見を

申し上げましたが、その修正を受けるのであれば「不登校児童生徒のうち、登校できる

ようになった者及び良い変化があった者の割合」というのは少し文言を変える必要があ

るのではないかと思います。 

 継続して測定する意味もあると思いますので、新しいものに変える必要はないかもし

れませんが、表現については変える必要があると思います。 

○議長（柴田好章） 

 この点いかがでしょう、ご回答ございますか。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 こちらも表現の仕方について検討させていただきたいと思います。 

○議長（柴田好章） 

 よろしくお願いします。 

 その他、いかがでしょうか。 

 それでは資料編に移りたいと思いますが、７５ページから９０ページまでで何かござ

いましたらご発言ください。 

 よろしいでしょうか。言い残されたこととかございましたらお願いいたします。 

 それでは一通り議事が終わりましたので、事務局の方にお返ししたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○教育総務課長（小川正夫） 
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 長時間に渡りご審議いただきありがとうございます。 

 本日委員の皆様方からいただきましたご意見をもとに、今後、事務局において改定案

をまとめさせていただきたいと思います。 

 本来でありましたら、委員の皆様全員にご確認をしていただくことではございますが、

委員長と舟橋委員にご確認をいただきましてご承認をしていただく形とさせていただき

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。 

 今後の予定といたしましては、総合教育会議が１１月２２日に開催され計画改定案に

ついてご意見をいただいたのち、１月にパブリックコメントを実施いたします。 

 その後、２月の中旬頃に、今年度３回目となります教育振興基本計画推進会議を開催

いたしまして、委員の皆様方の最終のご意見をお伺いしたいと思っております。 

 ３月開催の教育委員会で議決を得まして改定となる見込みとなっております。 

 なお、第３回の推進会議につきましては、改定案に大きな変更がなければ書面での開

催も考えておりますのでご了承ください。 

 委員の皆様には、あと１回の会議開催を予定しておりますので、ご多忙の中、大変恐

縮ではございますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 その他、何かありますか。 

 なければ、長時間に渡りまして貴重なご意見をいただき大変ありがとうございました。 

 以上を持ちまして令和３年第２回小牧市教育振興基本計画推進会議を閉会させていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

＜閉会 午前 １１時５０分＞ 

 

 


